
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」という。）の施

行を契機とした暴力団排除気運の高まりと取締りの一層の強化により，暴力団は，社会から

孤立しつつある。しかしながら，企業対象暴力，金融・不良債権関連事犯を多数引き起こす

など，その資金獲得活動は，社会経済情勢の変化に対応して一層多様化・巧妙化しつつある。

また，暴力団は，けん銃を使用した凶悪な犯罪や薬物犯罪を多数引き起こすなど，市民社

会にとって大きな脅威となっており，対立抗争事件も依然として多数発生している。平成１１

年６月には山口組と國粹会の間で生じた対立抗争に対し，暴力団対策法施行後初めて事務所

使用制限命令を発出した。

このような情勢の下，警察は，暴力団を解散，壊滅に追い込むため，総力を挙げて，暴力

団犯罪の取締りの徹底，暴力団対策法の効果的な運用及び暴力団排除活動の推進を三本の柱

とした暴力団総合対策を強力に推進している。

１ 暴力団情勢

（１） 暴力団構成員数等の推移

暴力団構成員及び準構成員（注）は，平成１１年末現在，約８万３，１００人で，１０年に比べ約

１，８００人（２．２％）増加し，うち構成員は約４万３，９００人で，１０年に比べ約４００人（０．９％）増

加した。また，山口組，稲川会及び住吉会の３団体の構成員は約３万３００人で，１０年に比べ

約６００人（２．０％）増加した。

（注） 暴力団準構成員とは，構成員ではないが，暴力団と関係を持ちながら，その組織の威力を背景として暴力的不法

行為等を行う者，又は暴力団に資金や武器を供給するなどして，その組織の維持，運営に協力し若しくは関与する

者をいう。

（２） 暴力団組織の解散，壊滅の状況

平成１１年中に解散し又は壊滅した暴力団組織は２０８組織（構成員数約１，３８０人）で，このう

ち，山口組，稲川会及び住吉会の３団体の傘下組織の解散・壊滅数は１６１組織（構成員数約

１，０９０人）であり，全体の７７．４％（全構成員数の７９．０％）を占めている。

２ 暴力団犯罪の取締り

（１） 全般的検挙状況

平成１１年中の暴力団構成員及び準構成員の検挙人員は３万２，５１１人で，１０年に比べ４７４人
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図３－１　暴力団構成員及び準構成員の検挙人員（平成元～11年）�

区分� 年次�

暴力団構成員等�

山口組� 全暴力団�

うち山口組�
うち稲川会�
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（74.7）
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（77.0）
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11,926
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3,651

32,850
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4,917
3,923

33,970
13,207

5,668
4,797

33,436
14,046

5,140
4,530

20,877
（58.0）

21,515
（62.2）

20,864
（66.7）

23,861
（72.6）

23,672
（69.7）

23,716
（70.9）

7

33,011
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（70.2）

8

33,270
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4,787
4,345
23,644
（71.1）

9

32,109
14,715

4,559
4,118
23,392
（72.9）

注：１　暴力団構成員等とは，暴力団構成員及び準構成員を示す。�
　　２　（　）内は，暴力団構成員及び準構成員の総検挙人員に占める３団体�
　　　構成員及び準構成員の検挙人員の構成比を示す。�
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図３－２　暴力団構成員の検挙人員（平成元～11年）�

区分� 年次�

暴力団構成員�

山口組�

全暴力団�

うち山口組�
うち稲川会�
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（58.4）
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（67.1）

11,647
（71.4）

10,311
（70.4）

9,213
（71.3）

7
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5,120
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1,707
8,307

（71.0）

8
11,808

5,314

1,629
1,754
8,697

（73.7）

9
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1,588
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（73.7）

注：（　）内は，暴力団構成員の総検挙人員に占める３団体構成員の検挙人員の構成比を�
　　示す。�

全
暴
力
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三
団
体�

（１．４％）減少している。このうち，構成員の検挙人員は１万５８４人であり，１０年に比べ３１人

（０．３％）減少している（図３－１，図３－２）。

１１年中の山口組の構成員及び準構成員の検挙人員は１万６，５１５人，うち構成員の検挙人員

は４，９４６人（直系組長４人を含む。）で，それぞれ総検挙人員のほぼ半数を占めており，事件

の内容をみても，その悪質性は際立っている。
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図３ー３　銃器発砲事件，対立抗争事件の発生状況（平成元～11年）�
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注：１　（　）内は，対立抗争事件全体に占める銃器使用の構成比を示す。�
　　２　対立抗争事件においては，特定の団体間の特定の原因による一連の対立抗争の�
　　　発生から終結までを「発生事件数」１事件とし，対立抗争当事者間の攻撃回数の�
　　　合計を「発生回数」としている。�
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［事例］ 山口組傘下組織組員（５１）らは，共謀の上，１０年１１月，栃木県那須郡所在の宅地

造成地において，油圧ショベルで掘削した穴に調理師である兄弟２人を埋め，窒息死さ

せた。１１年１月，殺人罪及び同幇助罪等で検挙した（栃木）。

１１年中の暴力団構成員及び準構成員の検挙人員を刑法犯，特別法犯の別にみると，刑法犯

は１万９，６１１人，特別法犯は１万２，９００人であり，１０年に比べ，刑法犯は５９６人（２．９％）減少

し，特別法犯は１２２人（１．０％）増加している。また，罪種別では，覚せい剤取締法違反が７，９３３

人（構成比２４．４％）で最も多く，次いで傷害４，６１８人（１４．２％），窃盗３，００１人（９．２％），恐

喝２，８８９人（８．９％）の順となっている。
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図３ー４　暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数の推移（平成元～11年）�
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（２） 対立抗争及び銃器犯罪

ア 対立抗争事件の発生状況

平成１１年中の暴力団の対立抗争の発生事件数は１１件，発生回数は４６回で，その９割以上に

けん銃が使用されている。発生事件数は１０年と同数であり，発生回数は１０年に比べ２回減少

している（図３－３）。

［事例］１１年６月，國粹会傘下組織幹部射殺事件が発生し，これを契機に山口組対國粹会

の対立抗争とみられる銃器発砲が，首都圏の１都５県で１５回発生した。１２月末までに銃

砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という。）違反，暴力行為等で被疑者１２人を検挙，

けん銃２丁を押収した（警視庁，茨城，栃木，埼玉，千葉，神奈川）。

イ 銃器発砲事件の発生状況

１１年中の暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生回数は１３３回であり，１０年に比べ

１回（０．７％）減少している。これらの銃器発砲事件に伴い２２人が死亡，２０人が負傷した（図

３－３）。

［事例］ 山口組傘下組織幹部（４０）らは，共謀の上，山口組若頭が射殺されたことの報復

として，中野会傘下組織組長らを殺害しようと企て，１１年５月，京都市山科区内の市営

住宅のエレベーターホールにおいて，同会傘下組織組長他１人に対し，殺意をもって，

けん銃十数発を発射して同人らに命中させ，それぞれ傷害を与えた。７月，殺人未遂罪

で検挙した（京都）。

ウ けん銃の押収状況

警察による取締りの徹底や７年の銃刀法の一部改正等を受け，暴力団は，けん銃の保管に
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ついて，小口に分散させたり，情を知らない第三者を利用したりするなど，その隠匿方法を

より巧妙化させている。１１年中の暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数は５８０丁

と，１０年に比べ４丁（０．７％）増加した（図３－４）。

［事例１］ 住吉会傘下組織幹部（５３）らは，共謀の上，法定の除外事由がないのに，東京

都豊島区内の女性宅に，けん銃４丁及びけん銃実包４６個を隠匿所持していた。１１年４月，

銃刀法違反で検挙した（警視庁，宮城）。

［事例２］ 会津小鉄会傘下組織組員（４９）は，法定の除外事由がないのに，滋賀県草津市

内において普通乗用自動車内に，けん銃３丁及びけん銃実包１８３個を隠匿所持していた。

１１年６月，銃刀法違反で検挙した（滋賀）。

（３） 総会屋等による企業対象暴力

平成１１年中の総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロの検挙件数，検挙人員は５３１件，８３１人

で，１０年に比べ，検挙件数は６７件（１４．４％），検挙人員は１６４人（２４．６％）それぞれ増加して

いる（表３－１）。このうち，総会屋の検挙件数，検挙人員は，それぞれ８件，９人である。

［事例１］ 山口組傘下組織幹部（３８）及び社会運動標ぼうゴロ会長（４６）らは，共謀の上，

工事施工業者から金員を脅し取ろうと企て，和歌山県日高郡内の土木工事業者が施工中

の町発注工事に関し，同業者に対して，工事の施工方法に因縁を付けるとともに，発注
よう

元の町役場の幹部らに対して，工事中止の要求を執拗に行って工事を停止させ，さらに，

表３－１ 総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロの罪種別検挙状況（平成１０，１１年）

区分 検 挙 件 数（件） 検 挙 人 員（人）

罪種 年次 １０ １１ 増 減 １０ １１ 増 減

総 数 ４６４ ５３１ ６７ ６６７ ８３１ １６４

恐 喝 １５０ １１１ △３９ ２２５ ２０４ △２１

暴 行 ８ ９ １ ８ １２ ４

傷 害 ４１ ６７ ２６ ５３ ９８ ４５

強 要 ・ 脅 迫 １４ １６ ２ １９ ２２ ３

威 力 業 務 妨 害 ６ ５ △１ １７ １８ １

詐 欺 １６ ２２ ６ ４３ ６２ １９

横 領 ２ ２ ０ ２ ２ ０

公 務 執 行 妨 害 １２ １１ △１ １５ １９ ４

暴 力 行 為 ３７ ４３ ６ ６０ ７１ １１

その他の刑法犯 ９３ ８９ △４ １１３ １３２ １９

商 法 違 反 ６ ３ △３ ６ ３ △３

その他の特別法犯 ７９ １５３ ７４ １０６ １８８ ８２

第３章 暴力団総合対策の推進
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執拗な抗議活動を展開して，１１年３月，畏怖困惑した同業者から現金１，０００万円を脅し取

るなどした。９月，恐喝罪等で検挙した（和歌山）。

［事例２］ 総会屋（５７）は，大手鉄鋼会社の株式を所有している者であるが，９年３月，

同社幹部から，６月開催予定の株主総会に関し，他の総会屋らの出席・発言を差し控え

させ，議事の運営に協力させることの謝礼として現金２，０００万円を，さらに，１２月，同幹

部から，翌年度以降の株主総会において，その株主権を行使せず，円滑な議事の運営に

協力することなどに対する謝礼として現金１，０００万円を，会社の計算において供与される

ものと知りながら，大阪市内の飲食店でそれぞれ受領した。１１年１１月，商法違反（利益

供与・受供与）で検挙した（大阪）。

（４） 金融・不良債権関連事犯

平成１１年中の暴力団等に係る金融・不良債権関連事犯の検挙件数は１０２件で，１０年に比べ

１７件増加しており，金融・不良債権関連事犯の捜査を強化した８年以降，増加傾向が続いて

いる。このうち，競売入札妨害事件，強制執行妨害事件等の債権回収過程におけるものがそ

の大部分を占めており，暴力団等が金融機関の債権回収に絡んで不正に資金獲得を図ってい

る状況が顕著にうかがえる。また，その一方で，公的融資制度に絡む詐欺，出資法違反事件

等の融資過程におけるものも目立ってきている（第１章第２節４（３）ア（ア）参照）。

警察では，かねてより，信用保証協会，預金保険機構，整理回収機構（１１年４月，住宅金

融債権管理機構及び整理回収銀行の合併により発足），裁判所等の関係機関等と連携し，ま

た，債権管理回収業に関する特別措置法（４（４）参照）の施行に伴い，同法の規定に基づ

き必要な援助を行うなど，債権回収会社との連携を進め，金融・不良債権関連事犯の検挙及

び債権回収過程からの暴力団等の排除を推進している。

［事例１］ 商事会社役員（５８）は，住吉会傘下組織組長らと共謀し，競売開始決定がなさ

れた東京都江東区内の雑居ビル内の各室を低廉な価格で買い受けるべく競売から入札希

望者を排除しようと企て，共謀の上，現況調査に訪れた執行官から各室の占有権原につ

き回答を求められたのを受け，１０年３月，同執行官あてに内容虚偽の賃貸借契約書のコ

ピー等を郵送し，各室に係る現況調査報告書に同賃貸借契約書等を添付させ，偽計を用

いて公の入札の公正を害すべき行為をした。１１年１１月，競売入札妨害罪で検挙した（警

視庁）。

［事例２］ 山口組傘下組織関連企業社長（４８）は，中小企業金融安定化特別保証制度の事

業資金融資名下に金員をだまし取ろうと企て，１０年１１月，金融機関の支店において，同

制度による特別保証の被保証資格を有する法人であると装った内容虚偽の信用保証委託

申込書を提出して融資を申し込み，県信用保証協会において，保証する旨を決定させ，１２

月，同支店に開設された同社名義の口座に事業資金の融資名下に２，０００万円を振込入金さ
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せた。１１年１２月，詐欺罪で検挙した（埼玉）。

（５） 資金獲得犯罪の検挙状況

ア 伝統的資金獲得犯罪の検挙状況
と

古くからある暴力団の資金獲得犯罪には，覚せい剤取締法違反，恐喝，賭博及び公営競技

関係４法違反（ノミ行為等）（以下「伝統的資金獲得犯罪」という。）が挙げられる。平成１１

年中の伝統的資金獲得犯罪に係る暴力団構成員及び準構成員の検挙人員は１万３，６５３人で，

暴力団構成員及び準構成員の全検挙人員の４２．０％を占めており，そのうち構成員の検挙人員

は３，９８６人と，構成員の全検挙人員の３７．７％を占めている。

［事例］ 山口組傘下組織組長（５３）らは，１０年９月，大相撲秋場所において，賭客に勝ち

力士を予想させた上，１口１，０００円で金銭を賭けさせて，賭金の３割を自らの所得とし，

残りを的中者に配当する方法により，いわゆる相撲トトカルチョをさせ，賭博場を開張

して利益を図った。１１年５月，賭博場開張等図利罪で検挙した（愛知）。

イ 企業活動を利用した資金獲得犯罪

暴力団の資金獲得活動は時代に応じて変化しており，伝統的資金獲得犯罪のほかに，暴力

団が自ら設立し，又は関与する企業等を通じて，資金獲得を図るといった企業活動を利用し

た資金獲得犯罪がみられる。

［事例］ 山口組傘下組織幹部（５１）と不動産業等を営む同組関連企業代表取締役は，不動

産取引をめぐる紛争に介入して金員を脅し取ろうと企て，一方当事者の依頼を受けたよ

うに装い，他方当事者に対し，「銭出せよ。分かってるやろ。あんた言うこと聞かない

と嫌な思いをするよ」等と脅迫し，９年９月から１０月の間に現金５００万円及び小切手１通

（額面５００万円）を脅し取った。１１年６月，恐喝罪で検挙した（警視庁）。

（６） 国際犯罪組織の関与がうかがわれる犯罪

平成１１年中は，暴力団員が中国人の集団密航者の受入れを行った事件，外国人女性の不法

入国又は長期滞在を目的とする偽装結婚に関与した事件，不法入国者等を海外に渡航させる

ため日本人名義で旅券の発行を受けた旅券法違反事件等が検挙されるなど，来日外国人が関

与し，又は「蛇頭」等の国際犯罪組織の関与がうかがわれる犯罪がみられた（第７章１（３）

参照）。

［事例１］ 山口組傘下組織幹部（３４）らは，共謀の上，長崎県福江市沖合の公海上におい

て，中国人密航者６０人を日本漁船に移乗させ，佐賀県唐津市の本邦領海内に入らせた。

１１年５月，出入国管理及び難民認定法違反で検挙した（佐賀）。

［事例２］ 山口組傘下組織幹部（３１）らは，共謀の上，中国人女性に長期在留資格を得さ

せる目的で，日本人男性の戸籍簿に同女と婚姻した旨の虚偽の記載をさせることを企て，

静岡県土肥町の役場に内容虚偽の婚姻届を提出し，これを千葉県富里町の役場に送付さ
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せ，情を知らない同役場職員をして，権利義務に関する公正証書の原本たる戸籍簿にそ

の旨の不実の記載をさせ，これを真正な戸籍簿として備え付けさせるなどした。１１年６

月，公正証書原本不実記載罪等で検挙した（静岡）。

３ 暴力団対策法の施行状況

（１） 指定状況

ア 指定状況

平成１２年２月１０日現在，２５団体が指定暴力団として指定されているが，これらのうち，１１

年は，二代目�道会（広島）及び三代目太州会（福岡）（いずれも３月１日。ただし，効力発

生は３月４日）を始め，６団体が三度目の指定を受けた。

なお，１１年７月に山口組から絶縁処分を受けた中野会（大阪）が，１２年２月に二代目福博

会が，それぞれ初回の指定を受けた（表３－２）。

イ 指定をめぐる争訟の状況

指定暴力団の指定をめぐっては，四代目会津小�（９年２月に名称が五代目会津小�に変

更されている。）の元代表者から，初回の指定及び二度目の指定によって名誉と信用を損害

されたなどとして，国等を相手方に損害賠償請求訴訟が提起されていたが，初回の指定につ

いては１１年８月２７日，二度目の指定については７月９日，京都地裁はそれぞれ請求棄却の判

決を言い渡した。

（２） 中止命令の発出状況等

平成１１年中は，２，２７５件の中止命令及び２５件の再発防止命令を発出しており（表３－３），

暴力団対策法の施行以降発出した中止命令，再発防止命令の総件数は，１１年末現在，それぞ

れ，１万５９７件，２８３件に上っている。また，１件の少年脱退措置命令の発出があった。

１１年中の中止命令を形態別にみると，資金獲得活動である暴力的要求行為（９条）に対す

るものが１，３５７件（５９．６％），加入強要及び脱退妨害（１６条）に対するものが５４２件（２３．８％）

となっている。また，暴力的要求行為のうち，伝統的な資金獲得活動であるみかじめ料，用

心棒料等要求行為に対するものは４８４件（２１．３％）となっている。

団体別にみると，山口組に対するものが９６５件（４２．４％），次いで稲川会に対するものが３６４

件（１６．０％），住吉会に対するものが２９８件（１３．１％）の順であり，これら３団体に対する中

止命令件数が，全体の７１．５％を占めている。

また，７件の命令違反事件を検挙している。

［事例１］ 双愛会傘下組織幹部（５９）は，交友者２人に対し，飲食店を営む者に対し同会

の威力を示してその営業所における日常業務に用いる香水等を購入することを要求する

ことを要求し，更に反復して，人に対し同様の要求をするおそれが認められたため，１１
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注：１ 本表に計上した数値は，最新の指定の基準日における勢力範囲，暴力団員数を示している。
２ 石川一家（平成５年２月１８日佐賀県公安委員会指定）は，五代目山口組傘下組織となった
ため，平成７年１０月１６日に指定を取り消された。

３ 二代目大日本平和会（平成６年４月７日兵庫県公安委員会指定）は，再度の指定が行われ
ず，平成９年４月６日で指定の効力が失われた。

４ 二代目工藤連合草野一家の「名称」は，指定後に変更があり，平成１１年３月２日付けで官
報の変更公示がなされたものである。さらに平成１２年３月１日付けで、「四代目工藤曾」
へ名称変更の公示がなされた。

５ 五代目会津小 の「名称」は，指定後に変更があり，平成１１年２月２２日付けで官報の変更
公示がなされたものである。

６ 二代目道仁会の「名称」は、指定後に変更があり、平成１２年３月１日付けで官報の変更公
示がなされたもの。

７ 七代目酒梅組の「名称」と「代表する者」は，指定後に変更があり，平成１１年１１月２日付
けで官報の変更公示がなされたものである。

表３－２ 指定暴力団の指定の状況（平成１２年５月１３日）

番号 名 称 主たる事務所の所在地 代表する者 勢力範囲 暴力団員数 指定年月日 効力発生年 月 日 代 紋

１ 五代目山口組 兵庫県神戸市灘区篠原
本町４－３－１ 渡 芳則 １都１道

２府３９県 約１万７，５００人 平成１０年６月１６日
平成１０年
６月２３日

２ 稲 川 会 東京都港区六本木７－
８－４ 稲川 角二 １都１道

２２ 県 約５，１００人
平成１０年
６月１６日

平成１０年
６月２３日

３ 住 吉 会 東京都港区赤坂６－４
－２１ 西口 茂男 １都１道

１府１７県 約６，２００人
平成１０年
６月１６日

平成１０年
６月２３日

４ 四代目工藤曾 福岡県北九州市小倉北
区神岳１－１－１２ 野村 悟 ３ 県 約 ５２０人 平成１０年６月２４日

平成１０年
６月２６日

５ 三代目旭琉会 沖縄県那覇市首里石嶺
町４－３０１－６ 翁長 良宏 県 内 約 ２７０人 平成１０年６月２４日

平成１０年
６月２６日

６ 沖 縄 旭 琉 会 沖縄県那覇市辻２－６
－１９ 富永 清 県 内 約 ３７０人 平成１０年６月２４日

平成１０年
６月２６日

７ 五代目会津小鉄会
京都府京都市下京区東
高瀬川筋上ノ口上ル岩
滝町１７６－１

圖越 利次 １道１府
１ 県 約１，１００人

平成１０年
７月２４日

平成１０年
７月２７日

８ 四代目共政会 広島県広島市南区仁保
新町２－６－５ 沖本 勲 県 内 約 ２８０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

９ 六代目合田一家 山口県下関市竹崎町３
－１４－１２ 温井 完治 ４ 県 約 １９０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

１０ 四代目小桜一家 鹿児島県鹿児島市甲突
町９－１ 平岡 喜榮 県 内 約 １２０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

１１ 三代目浅野組 岡山県笠岡市笠岡６１５
－１１ 串田 芳明 ２ 県 約 １２０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１４日

１２ 道 仁 会 福岡県久留米市通東町
６－９ 松尾誠次郎 ４ 県 約 ５３０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１４日

１３ 親 和 会 香川県高松市塩上町２
－１４－４ 細谷 國彦 ２ 県 約 ７０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１６日

１４ 双 愛 会 千葉県市原市辰巳台西
５－９－９ 申 明雨 ３ 県 約 ４６０人 平成１０年１２月２１日

平成１０年
１２月２４日

１５ 三代目山野会 熊本県熊本市本荘町
７２１－１４ 池田 鉄雄 県 内 約 ７０人 平成１０年１２月２１日

平成１０年
１２月２４日

１６ 二代目 道会 広島県尾道市新高山３
－１１７０－２２１ 森田 和雄 ６ 県 約 １８０人 平成１１年３月１日

平成１１年
３月４日

１７ 三代目太州会 福岡県田川市大字弓削
田１３１４－１ 大馬雷太郎 県 内 約 １３０人 平成１１年３月１日

平成１１年
３月４日

１８ 七代目酒梅組 大阪府大阪市中央区東
心斎橋２－６－２３ 金 在鶴 ２府２県 約 ２８０人 平成１１年５月２１日

平成８年
５月２６日

１９ 極東桜井總家連合会 静岡県沼津市原字東沖
１７６７－１ 芹澤 保行 ６ 県 約 ３６０人 平成１１年７月１日

平成１１年
７月８日

２０ 極 東 会 東京都豊島区西池袋１
－２９－５ 圭化 １都１道

１３ 県 約１，７００人
平成１１年
７月１４日

平成１１年
７月２１日

２１ 東 組 大阪府大阪市西成区山
王１－１１－８ 岸田 清 府 内 約 １７０人 平成１１年７月３０日

平成１１年
８月４日

２２ 松 葉 会 東京都台東区西浅草２
－９－８ 李 春星 １都１道

８ 県 約１，５００人
平成１２年
２月３日

平成１２年
２月１０日

２３ 國 粹 会 東京都台東区千束４－
３－１ 工藤 和義 １都７県 約 ５２０人 平成１２年５月３日

平成１２年
５月１３日

２４ 中 野 会 大阪府大阪市天王寺区
生玉町１２－４ 中野 太郎 １道２府

５ 県 約 １７０人 平成１１年７月１日
平成１１年
７月１日

２５ 二代目福博会 福岡県福岡市博多区千
代５－１８－１５ 和田万亀男 ４ 県 約 ３４０人 平成１２年２月１０日

平成１２年
２月１０日
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表３－３ 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令件数（平成７～１１年）

注： は平成９年改正による追加条項。
数字は，中止命令の件数であり，（ ）内は再発防止命令，〈 〉内は少年脱退措置命令の
それぞれの外数である。
石川一家は，五代目山口組傘下組織となり，平成７年１０月１６日に指定を取り消されたため，
同団体の件数は，取消日までのものである。
二代目大日本平和会は，再度の指定が行われず，平成９年４月６日で指定の効力が失われた。
団体名は，平成１１年１２月３１日現在のものである。

年 次区 分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数 １，３２１（３３）１，４５６（４３）１，７３７（６０）１，９００（４３）２，２７５（２５）

形

態

別

９条

不当贈与要求行為
みかじめ料要求行為
用心棒料等要求行為
高利債権取立等行為
不当債権取立行為
不当債務免除要求行為
不当貸付等要求行為
競売等妨害行為
不当示談介入行為
因縁をつけての金品等要求行為
その他

１９７（２）
１２０（５）
２５６（２２）
１０
－
１４６
１９
１
４
３４
２７

２２４
１２７（４）
２６７（３６）
７
－
１６５
１５
１

６６
２１

３４７
１５０（９）
２９０（４０）
１０
２
１９３
１８
１
１
７６
３７（１）

４８３（３）
１４７（３）
２４４（２４）
１６
１２
２４３（１）
２７

１
３９
２３

５４０（１）
１４４
３４０（１８）
２３
１２
１７５
２４
２
１０
５２
３５（１）

１０条 暴力的要求行為の要求行為等
暴力的要求行為の現場に立会い助ける行為

（２）
６６

（２）
９０

（２）
１４８ １７８

（１）
３７２

１２条
の２

指定暴力団等の業務に関し行われる暴力
的要求行為 － － （２） （３）

１２条
の３ 準暴力的要求行為の要求行為等 － － （１） （１）

１２条
の５ 準暴力的要求行為 － － １ １（１）

１６条

少年に対する加入強要・脱退妨害
威迫による加入強要・脱退妨害
密接関係者の親族等に対する加入強要・
脱退妨害

５８
３０２（２）

７７

５８
３４４（１）

７１

３５（１）
３６６（５）

６１

４５（３）〈５〉
３７７（５）

６４

５０〈１〉
４２４（２）

６８

１７条 加入の強要の命令等

２０条 指詰めの強要等 ２ １ １

２４条 少年に対する入れ墨の強要等 １

２９条 事務所における禁止行為等 １ １ ２

団

体

別

五 代 目 山 口 組
稲 川 会
住 吉 会
三 代 目 工 藤 曾
六 代 目 合 田 一 家
五代目会津小鉄会
四 代 目 共 政 会
四 代 目 小 桜 一 家
二 代 目 道 仁 会
三 代 目 旭 琉 会
沖 縄 旭 琉 会
三 代 目 浅 野 組
親 和 会
双 愛 会
三 代 目 山 野 会
（石 川 一 家）
二 代 目 道 会
三 代 目 太 州 会
七 代 目 酒 梅 組
極東桜井總家連合会
極 東 会
東 組
松 葉 会
（二代目大日本平和会）
國 粹 会
中 野 会

５３６（１３）
２３７（３）
１８９（５）
１８（１）
１
２９（２）
５
４
１２
２
８
１０
２
１９（１）
３
２
１４（１）
４
１７（１）
１２
６４
６（３）
５０（３）
１
１５
－

５７７（１７）
２６８（１３）
２４４（５）
２２
５
２５（２）
５
４
１７
１
４
２
２
２９（１）
１
－
４
４
２０（１）
１９（１）
５３
９（１）
５０（１）
０
２９（１）
－

７４０（１９）
２７８（９）
２９１（１０）
１３（１）
４
２６
４
３
１８
７
６
７
３
１９（４）
５
－
５
１１（２）
１３（１）
３（２）
５５
１０
７６（７）
－
２２（５）
－

８４６（１６）〈５〉
３４７（１０）
２４３（１０）
９
３
３３（１）
１１
３
２５
１
６
１
４
２９（２）
１２
－
４

１４
１８（１）
６６
９
６２（２）
－
２９（１）
－

９６５〈１３〉
３６４（５）〈１〉
２９８
６
３
３８
８
１
３３
９
７（１）
３
６
２０（２）
１
－
７
５
４
３３
５８（１）
１９
６０
－
５４（２）
３
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年１２月，再発防止命令を発出した。

なお，当該要求を受けた交友者に対しては，同月，暴力団対策法施行後初めて，この

ような同会の威力を示した要求行為をしてはならない旨の指示を行った（千葉）。

［事例２］ 山口組傘下組織幹部（４９）は，警視庁八王子警察署長から，東京都八王子市内

の広告宣伝業者に対しみかじめ料を要求することを禁ずる旨の中止命令を受け，さらに，

東京都公安委員会から，同様の要求をすることなどを禁止する旨の再発防止命令を受け

ていたが，１０年１２月，同広告宣伝業者に対してみかじめ料を要求し，同中止命令及び再

発防止命令に違反した。１１年２月，暴力団対策法違反で検挙した（警視庁）。

（３） 事務所使用制限命令の発出

平成１１年６月，東京都新宿区内の駐車場において國粹会傘下組織幹部（５０）が射殺される

事件が発生し，その後，山口組対國粹会の対立抗争とみられる銃器発砲が首都圏の１都５県

で１５回発生した。このため，警視庁，埼玉県警察及び神奈川県警察は，國粹会総本部事務所，

山口組傘下組織組事務所等５か所の関係事務所に対し，暴力団対策法施行後初めて，同法第

３５条第１項に基づき，事務所の使用を制限する仮の命令を発出した。また，当該仮の命令に

係る意見聴取が行われた結果，それぞれの公安委員会において当該仮の命令が不当でないと

認められたことから，同法第１５条第１項に基づき，当該仮の命令を発出した５か所の関係事

務所に対し，事務所の使用を制限する本命令が発出された。

（４） 暴力団員の離脱促進，社会復帰対策の状況

警察及び都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）が援

助の措置等を行うことにより暴力団から離脱させた暴力団員は，平成１１年中は約５２０人であ

り，暴力団対策法の施行後約４，７７０人に上っている。また，関係機関・団体と連携を図り全

国に設立された社会復帰対策協議会を通じて就業に成功した元暴力団員は，同法施行後１１年

末までに約５９０人である。さらに，社会復帰対策を効果的に推進するため，暴力団から離脱

し，就業した者について，社会復帰アドバイザーが，本人，その家族，雇用事業者等を訪問

するなど，アフターケアの充実にも努めているところである。

［事例］ 山口組傘下組織組員（２９）から，同傘下組織からの離脱と社会復帰について決意

した旨警察署に相談がなされたことから，同傘下組織組長等に対し離脱を承認するよう

働き掛けるなど離脱支援を行った。その結果，同組員は同傘下組織からの離脱に成功

し，１１年９月，社会復帰対策協議会の支援の下，協賛企業である解体会社に就業し，社

会復帰を果たした（熊本）。

第３章 暴力団総合対策の推進
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４ 暴力団排除活動の現状

（１） 都道府県センターを中心とした暴力団排除活動

都道府県センターは，暴力団排除活動の中核として，相談事業を始め，少年を暴力団から

守る活動，民間の暴力団排除活動に対する援助，暴力団事務所撤去活動の支援，被害者に対

する見舞金の支給，民事訴訟の支援等の事業を行い，警察その他の関係機関・団体との連携

の下に暴力団排除活動を活発に展開している。

平成１１年中に警察及び都道府県センターに寄せられた相談を相談種別にみると，表３―４

のとおりである。

また，暴力団対策法に基づき，警察及び都道府県センターは，暴力団員による不当要求の

被害を受けやすい金融・保険業，建設・不動産業，ぱちんこ営業等を中心に，各事業所の不

当要求防止責任者に対する講習（以下「責任者講習」という。）を実施しており，１１年４月

以降１２年３月までに約５万４，０００人が受講した。この責任者講習においては，教本，視聴覚

教材等が用いられているほか，暴力団員への応対方法について模擬訓練形式の実習も行われ

ている（第１章第２節４（２）イ（イ）参照）。

（２） 企業等の暴力団，総会屋等との関係遮断に対する支援等

警察においては，都道府県警察に設置された「企業対象暴力特別対策本部」等を中心とし

て，企業からの暴力団，総会屋等に係る各種相談に適切に対応するため相談体制の充実を図

るとともに，企業，業界団体に対する自主警戒に係る指導や情勢に応じた的確な保護対策を

講じているほか，被害防止要領等に関する講演等を積極的に行うなど，企業等の暴力団，総

会屋等との関係遮断に対する各種の支援，指導等を行っている。また，都道府県センターの

相談事業においても，暴力追放相談委員が，専門知識を生かし相談に応じているところであ

る。

（３） 暴力団等の公共事業からの排除

国や地方公共団体等の発注する公共事業の請負業者から暴力団，暴力団利用者等の不良業

者が排除されるなど，公共事業における暴力団排除活動が積極的に推進されている。

警察としても，暴力団の資金源を遮断するため，暴力団犯罪の検挙にとどまらず，捜査の

結果判明した事実を基に，税務当局に対する課税通報を行っているほか，関係機関と連携し

て，暴力団，暴力団利用者等の不良業者を公共事業から排除するなど，積極的な暴力団排除

活動を推進している。

［事例］ 山口組傘下組織組長（４３）を，銃刀法違反及び覚せい剤取締法違反により検挙し，

取り調べた結果，同組長はその妻が代表取締役をしている建設会社を実質的に経営して

いることが判明したため，その旨を関係地方公共団体に通報したところ，同社は，１１年
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表３－４ 相談種別暴力団関係相談件数（平成１１年）

受理機関
類 型 警 察 センター 合 計

１ 暴対法第９条各号の行為に関する相談 ７，７１４ ３，２９１ １１，００５

（１）人の弱みにつけ込む金品等要求行為 ６５４ １７７ ８３１

（２）不当贈与要求行為 １，３９３ ９０５ ２，２９８

（３）不当下請等要求行為 ２３５ ８５ ３２０

（４）みかじめ料要求行為 ５８０ ９７ ６７７

（５）用心棒料等要求行為 ３９０ １６ ４０６

（６）高利債権取立行為 １８９ １２５ ３１４

（７）不当債権取立行為 ８５６ ３７１ １，２２７

（８）不当債務免除要求行為 ８０３ ２３９ １，０４２

（９）不当貸付要求行為 １９０ ６１ ２５１

（１０）不当信用取引要求行為 ３７ １２ ４９

（１１）不当自己株式買取等要求行為 １０ １ １１

（１２）不当地上げ行為 ３１ １１ ４２

（１３）競売等妨害行為 １２４ ６０ １８４

（１４）不当示談介入行為 ４０６ ２２４ ６３０

（１５）因縁をつけての金品等要求行為 １，８１６ ９０７ ２，７２３

２ 準暴力的要求行為の要求等に関する相談 １５ ３ １８

３ 離脱，加入強要・勧誘に係る相談 １，３２０ ４９２ １，８１２

（１）離脱に関する相談 ９１７ ４４７ １，３６４

（２）勧誘・加入強要等に関する相談 ４０３ ４５ ４４８

４ 暴力団事務所等に係る相談 １，０７７ ３５０ １，４２７

（１）禁止行為に関する相談 ３３ ８ ４１

（２）苦情・取締り要望等 ６２３ ９８ ７２１

（３）進出阻止・撤去等に関する相談 １５９ ４３ ２０２

（４）立ち退きに関する相談 ２６２ ２０１ ４６３

５ １～４に該当しない不法行為に関する相談 １１，７４３ ２，１３２ １３，８７５

（１）刑法に規定する罪に該当する行為に関する相談 ４，２２９ ８２１ ５，０５０

特別法に規定する罪に該当する行為に関する相談 １，４６４ １６５ １，６２９

（２）（１）以外の行為に関する相談 ６，０５０ １，１４６ ７，１９６

６ 暴対法に関する相談 ２，８００ ６，７６７ ９，５６７

（１）暴力追放運動推進センターの事業に関する相談 １８４ ３，２１１ ３，３９５

（２）そ の 他 ２，６１６ ３，５５６ ６，１７２

合 計 ２４，６６９ １３，０３５ ３７，７０４

第３章 暴力団総合対策の推進
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９月，１年間の指名停止処分を受けた（長崎）。

（４） 債権管理回収業に関する特別措置法の施行状況

金融機関等が有する不良債権処理の促進等を図るため，債権管理回収業に関する特別措置

法（いわゆるサービサー法）が，平成１０年１０月に制定され，１１年２月に施行された。１２年７

月末現在，３６社が債権管理回収業の許可を受けている。

また，この法律は，暴力団員等がその事業活動を支配することなどを許可の欠格要件とし

ており，警察庁長官が，法務大臣に対し，当該欠格要件の有無について意見を述べている。

（５） 暴力団員を相手取った民事訴訟の支援の動向

全国各地で，暴力団事務所の明渡しや使用差止めの請求訴訟，暴力団員の違法行為による

被害に係る損害賠償請求訴訟等，暴力団員を相手方とした民事訴訟が提起されている。なか

でも，暴力団犯罪等の被害者が，当該犯罪等の実行行為者のみならず，その所属する暴力団

の組長等の使用者責任や共同不法行為責任を追及する損害賠償請求訴訟については，被害回

復はもとより，暴力団組織に打撃を与えるという面からも注目される。警察は，危害防止の

観点から関係者に対する保護対策を徹底するとともに，都道府県センターにおいても，訴訟

費用の貸付等の支援を積極的に行っている。

［事例１］ 山口組傘下組織の事務所として使用されていた建物について，その所有者が，

警察や（財）富山県暴力追放運動推進センター等の支援を受け，建物の明渡請求訴訟を

提起したところ，係争中に和解が成立し，１１年２月，同事務所の撤去に成功した（富山）。

［事例２］ 警察，（財）暴力団根絶福島県民会議等の支援の下，住吉会傘下組織事務所の

付近住民が，福島地方裁判所に対し同事務所の使用差止めを求めて，民事保全法に基づ

き仮処分命令の申立てを行っていたところ，１１年７月，同事務所の建物について，暴力

団事務所としての使用を禁止する旨の仮処分命令が発せられた（福島）。
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